
米子市選挙管理委員会

せんきょ しえん

選挙支援カード
とうひょう てつだ ひつよう かた とうひょうしょにゅうじょうけん

投票にお手伝いが必要な方は、このカードのあてはまるものに○をして、投票所入場券と

いっしょ とうひょうしょ かかり ひと わた かかり ひと だいりとうひょう とうひょうしょない あんない

一緒に投票所の 係 の 人に渡すと、係 の人が 代理投票 や 投票所内 の 案内の

てつだ

お手伝いをしてくれます。

ほうほう おし

１ あなたのコミュニケーション方法を教えてください。

かいわ ゆび

会話ができる ／ メモができる ／ 指さしができる

とうひょうしょない あんない ゆうどう ひつよう

２ 投票所内 の 案内（誘導）が必要ですか？

あんない あんない

はい（案内してほしい） ／ いいえ（案内はいらない）

じぶん とうひょうようし か

３ 自分で投票用紙に書くことができますか？

じぶん か だいりとうひょう きぼう

はい（自分で書ける） ／ いいえ（代理投票を希望する）

とうひょうようし とうひょうばこ い

投票用紙を、投 票 箱に入れるとき、

じぶん い かかりいん てつだ

自分で入れる ／ 係 員 に手伝ってほしい
た

４ その他
き つ てつだ か

ほかに気を付けてほしいことや手伝ってほしいことがあれば書いてください。

だいりとうひょう

【代理投票】
びょうき た じじょう とうひょうようし もじ か かた か とうひょうしょ

病気やケガ、その他の事情によって投票用紙に文字を書くことができない方に代わり、投票所
かかりいん ほんにん しじ だいひつ

の係員が ご本人の指示どおりに代筆します。
とうひょうしょ かかりいんいがい かぞく どうこうしゃ か とうひょうようし か

投票所 の 係員以外 （家族や同行者）が代わりに 投票用紙に 書くことはできません。


